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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条

第2項の規定に基づき同条第 1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後

の満7日を平成23年8月31日とする措置を指定する件等について

｢平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対

し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第 19号)｣が､別添1-1､1-2

のとおり､平成23年3月13日付けで公布され､同日から施行されたことにより､ ｢特

定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年

法律第85号)｣(以下 ｢法｣という｡法については別添2参照)の規定の一部が､平成

23年東北地方太平洋沖地震による災害に適用されることとなりました｡

具体的には､法第2条第1項の特定非常災害に平成 23年東北地方太平洋沖地震によ

る災害が指定され､その被災者等について､行政上の権利利益の回復又は保全のための

期間の満了日の延長や､法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除等

の措置が行われるものです｡

これを受けて､ r特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に

関する法律第3条第2項の規定に基づき､同条第 1項の特定権利利益に係る期間の延長

に関し当該延長後の満7日を平成23年8月31日とする措置を指定する件(平成23年厚

生労働省告示第 56号)｣(以下 ｢告示｣という｡)が､別添3のとおり､平成 23年3月

17日付けで公布され､同日から適用されました｡

この告示は､薬事法第4条第 1項に基づく薬局の開設の許可等に関し､平成 23年東

北地方太平洋沖地震に際し災害救助法(昭和 22年法律第 118号)が適用された市町村の

区域(以下 ｢特定被災区域｣という｡)内に薬局を有する者等について､有効期間等を延

長し､その満7日を平成23年8月31日とするものです｡



これらに伴う薬事に関する法令の運用における留意点等は下記のとおりですので､御

了知の上､適切な対応方御配慮いただきますよう､お願いいたします｡

記

第1 行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の延長について

1 告示により有効期間の満7日を延長した許可等につきましては､別添4のとおりで

す｡

2 告示により指定された措置のほか､法第3条第 1項に規定する行政庁又は行政機関

は､平成 23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者であって､理由を記載した

書面によりその特定権利利益(法第3条第 1項参照)に係る満7日の延長の申出を行

ったものについて､平成23年8月31日までの期日を指定してその満7日を延長する

ことができます(法第3条第3項)｡

第2 法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除について

1 法令に基づき平成 23年3月 11日から同年6月29日までの間に履行期限が到来す

る義務が平成 23年東北地方太平洋沖地震により履行されなかった場合において､当

該義務が平成23年6月30日までに履行されたときには､当該義務が履行されなかっ

たことについて､行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む｡)は問われません

(法第4条第2項)｡

2 薬事に関する法令に基づく届出等のうち､法第4条第2項の規定の適用を受ける届

出等の例は､次のとおりです｡

(1) 薬事法関係

○ 薬局開設者による薬局に関する情報の報告(第8条の2)

○ 薬局の休廃止の等の届出(第10条)

○ 医薬品等の承認後の定期GMP調査､医療機器等の東認後の定期QMS調査(第14

条第6項)

○ 新医薬品､新医療機器等の再審査(第14条の4第 1項)

○ 医薬品､医療機器等の製造販売の届出(第14条の9第 1項)

○ 医薬品､医療機器等の製造販売の届出事項変更の届出(第14条の9第2項)

○ 医薬品､医療機器等の製造販売業者による事業の廃止､休止､再開等に係る届

出(第19条第 1項)

○ 医薬品､医療機器等の製造業者又は外国製造業者による休廃止 ･変更の届出 (第19

条第2項)

○ 外国特例承認取得者の選任製造販売業者に関する変更の届出(第19条の3)



○ 指定管理医療機器等の認証後の定期QMS調査(第23条の2第3項)

○ 外国製造医療機器 (認証)の選任製造販売業者に関する変更の届出(第23条の3第 2

項)

○ 指定管理医療機器等の登録認証機関の業務の休廃止の届出(第23条の15)

○ 医薬品の販売業の休廃止等の届出(第38条で準用する第10条)

○ 高度管理医療機器等販売業及び賃貸業の休廃止 ･変更の届出(第40条第 1項で準用

する第10条)

○ 管理医療機器販売業及び賃貸業の休廃止 ･変更の届出(第40条第 2項で準用する第

10条)

○ 医療機器修理業の休廃止 ･変更の届出(第40条の3で準用する第19条第2項)

○ 生物由来製品の製造販売業者等における感染症定期報告(第68条の8第 1項)

○ 生物由来製品に関する記録又は保存の事務の委託に係る届出(第68条の9第6項)

○ 医薬品､医療機器等の製造販売業者等における副作用等の報告 (第77条の4の2第

1項)

○ 特定医療機器に関する記録又は保存の事務の委託に係る届出(第77条の5第4項)

○ 医薬品､医療機器の治験の計画の届出(第80条の2第2項)

○ 総取扱い処方せん数等の届出(施行令第2条)

○ 外国特例承認取得者に関する変更の届出(施行令第35条第 1項)

○ 販売先の変更の許可を受けた特例許可旧卸売一般販売業者の販売先等の変更等の

届出(施行規則附則第76条で規定されている特例旧卸売一般販売業者に係る旧施行

規則第144条第 1項)

○ 医薬品､医療機器等の軽微変更の届出(施行規則第48条第2項)

○ 新医薬品､新医療機器の使用成績調査(施行規則第62条第3項)

○ 新医療用医薬品の安全性定期調査(施行規則第63条第3項)

○ 原薬等登録原簿の軽微変更の届出(施行規則第81条第2項)

○ 指定管理医療機器等の軽微変更の届出(施行規則第118条第 1項で準用する第48条

第2項)

○ 医薬品､医療機器の治験中の副作用等報告(施行規則第273条第 1項及び第3項(医

療機器については､施行規則第275条第 1項の規定で準用する同施行規則第273条第

1項)

○ 放射性物質の盗取等の報告義務の一定期間不履行の免責 (放射性医薬品の製造及び

取扱規則第13条第1項)

○ 放射性物質による汚染の除去等の報告義務の一定期間不履行の免責(放射性医薬品

の製造及び取扱規則第13条第2項)

(2) 薬剤師法関係

○ 薬剤師名簿の訂正(施行令第5条第 1項)

〇､'薬剤師名簿の登録の消除(施行令第6条第2項)



(3) 毒物及び劇物取締法関係

○ 毒物劇物取扱責任者の設置の届出(第7条第3項前段)

○ 毒物劇物取扱責任者の変更の届出(第7条第3項後段)

○ 毒物劇物営業者の氏名等の変更の届出(第10条第 1項)

○ 特定毒物研究者の氏名等の変更の届出(第10条第2項)

○ 登録失効時等の特定毒物の品名及び数量の届出(第21条第 1項)

○ 死亡又は消滅の際の登録失効時等の特定毒物の品名及び数量の届出(第21条第4項

において準用する第21条第 1項)

○ 業務上取扱者の届出 (第22条第 1項)

(4) 麻薬及び向精神薬取締法関係

○ 麻薬取扱者の業務廃止の届出(第7条第 1項)

○ 麻薬取扱者の資格喪失の届出(第7条第2項において準用する第7条第 1項)

○ 麻薬取扱者の死亡又は解散による相続人等の届出(第7条第3項)

○ 麻薬取扱者の免許証の返納(第8条)

○ 麻薬取扱者の免許証の記載事項変更の届出(第9条第 1項)′

○ 麻薬取扱者の免許証の再交付の申請(第10条第 1項)

○ 亡失した麻薬取扱者の免許証を発見した場合の返納(第10条第2項)

○ 麻薬の輸出許可証明書の届出(第15条)

○ 麻薬の輸入許可書の返納(第16条)

○ 麻薬の輸出許可書及び輸出許可証明書の返納(第19条)

○ 調剤済麻薬の廃棄の届出(第35条第2項)

○ 麻薬営業者等の免許失効時等の所有麻薬の品名及び数量の届出(第36条第 1項)

○ 麻薬営業者等の免許失効後等の麻薬の譲渡の届出(第36条第3項)

○ 死亡又は解散により麻薬営業者等の免許が失効 した場合の相続人等の届出(第36条

第4項において準用する第36条第 1項)

○ 向精神薬営業者の業務廃止の届出(第50条の4において準用する第7条第 1項)

○ 向精神薬営業者の死亡又は解散による相続人等の届出(第50条の4において準用す

る第7条第3項)

○ 向精神薬営業者の免許証の返納(第50条の4において準用する第8条)

○ 向精神薬営業者の免許証記載事項の変更の届出(第50条の4において準用する第9

条)

○ 向精神薬営業者の免許証の再交付の申請(第50条の4において準用する第10条第 1

項)

○ 亡失した向精神薬営業者の免許証を発見 した場合の返納(第50条の4において準用

する第10条第 2項)

○ 向精神薬試験研究施設設置者の研究廃止等の届出(第50条の7において準用する第

7条第 1項)

○ 向精神薬試験研究施設設置者の死亡又は解散による相続人等の届出(第50条の7に



おいて準用する第7条第3項)

○ 向精神薬試験研究施設設置者の登録証の返納(第50条の7において準用する第8

条)

○ 向精神薬試験研究施設設置者の登録証記載事項の変更届出(第50条の7において準

用する第9条第 1項)

○ 向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付の申請(第50条の7において準用す

る第10条第 1項)

○ 亡失した向精神薬試験研究施設設置者の登録証を発卑した場合の返納届出(第50条
の7において準用する第10条第2項)

〇 第1種向精神薬の輸出許可証明書の提出(第50条の9第3項において準用する第15

条)

〇 第2種向精神薬の輸出届出書の提出(第50条の9第4項において準用する第15条)

〇 第1種向精神薬を輸入しなかった場合の輸入許可書の返納(第50条の9第3項にお

いて準用する第16条)

〇 第2種向精神薬を輸入しなかった場合の輸入許可書の返納(第50条の9第4項にお

いて準用する第16条)

〇 第3種向精神薬を輸入しなかった場合の輸入許可書の返納(第50条の9第5項にお

いて準用する第16条)

〇 第2種向精神薬の輸出届出書の提出(第50条の10)

〇 第 1種向精神薬を輸出しなかった場合の輸出許可書及び輸出許可証明書の返納(第

50条の12第3項において準用する第19条)

〇 第2種向精神薬を輸出しなかった場合の輸出許可書及び輸出許可証明書の返納(第

50条の12第4項において準用する第19条)

〇 第3種向精神薬を輸出しなかった場合の輸出許可書の返納(第50条の12第5項にお

いて準用する第19条)

○ 特定第 2種向精神薬を輸出しなかった場合の輸出許可書及び輸出許可証明書の返

納(第50条の13第2項において準用する第19条)

○ 特定第3種向精神薬を輸出しなかった場合の輸出許可書の返納(第50条の13第3項

において準用する第19条)

○ 特定向精神薬を輸出しなかった場合の輸出許可書､輸出許可証明書及び特別輸入許

可書の返納(第50条の13第7項)

○ 向精神薬営業者が向精神薬取扱責任者を置いたときの届出(第50条の20第4項)

○ 麻薬等原料輸入業者等の業務廃止の届出(第50条の28第 1項)

○ 麻薬等原料輸入業者等の死亡又は解散による相続人等の届出(第50条の28第2項)

(5) 大麻取締法関係

○ 大麻取扱者の死亡又は解散による相続人等の届出(第10条第2項)

○ 大麻取扱者の登録事項の変更届出(第10条第5項)

○ 大麻取扱者の免許証の再交付の申請(第10条第6項) ノ



○ 亡失した大麻取扱者の免許証を発見した場合の返納(第10条第7項)

(6) あへん法関係

○ けし栽培者のけしがらの譲渡又は譲受の届出(第21条第1項)

○ けし栽培者の氏名等の変更の届出(第22条第 1項)

○ けし栽培者の栽培許可証の再交付の申請(第23条第 1項)

○ 亡失したけし栽培者の栽培許可証を発見した場合の返納(第23条第3項)

○ けし栽培者の死亡又は解散による相続人等の届出(第24条第 1項)

○ けし栽培者の栽培許可証の返納く第27条)

○ けし栽培者の許可失効時等のあへん及びけしがらの数量の届出(第28条第 1項)

○ けし栽培者の許可失効後等のけしがらの譲渡又は譲受の届出(第28条第4項におい

て準用する第21条第 1項)

○ 麻薬製造業者等の免許失効時等のあへん又はけしがらの数量の届出(第41条第 1

項)

○ 麻薬製造業者等の免許失効後等のけしがらの譲渡又は譲受の届出(第41条第4項に

おいて準用する第21条第 1項)

○ 死亡又は解散の際の麻薬製造業者等の免許失効時等のあへん又はけしがらの数量

の届出(第41条第5項において準用する第41条第 1項)

○ 死亡又は解散の際の麻薬製造業者等の免許失効後等のけしがらの譲渡又は譲受の

届出(第41条第5項において準用する第41条第4項)

(7) 覚せい剤取締法関係

○ 覚せい剤製造業者の業務の廃止等の届出(第9条第 1項)

○ 覚せい剤施用機関の病院又は診療所の廃止等の届出(第9条第2項)

○ 覚せい剤研究者の研究の廃止の届出(第9条第3項)

○ 死亡又は解散の際の覚せい剤製造業者等の業務の廃止等の届出(第9条第4項)

○ 覚せい剤製造業者等の指定証の返納(第10条第 1項)

○ 覚せい剤製造業者等の指定証の提出(第10条第2項)

○ 亡失した覚せい剤製造業者等の指定証を発見した場合の返納(第11条第2項)

○ 覚せい剤製造業者の氏名等の変更の届出(第12条第 1項)

○ 覚せい剤施用機関の名称の変更の届出(第12条第2項)

○ 覚せい剤研究者の氏名等の変更の届出(第12条第3項)

○ 覚せい剤製造業者等の指定失効時の覚せい剤の品名及び数量の報普(第24条第 1

. 項)

○ 覚せい剤製造業者等の指定失効後の覚せい剤の譲渡及びそaj報告(第24条第2項)

○ 死亡又は解散の際の覚せい剤製造業者等の指定失効時の覚せい剤の品名及び

数量の報告並びに指定失効後の覚せい剤の譲渡及びその報告(第24条第4項)

○ 覚せい剤製造業者の報告(第29条)

○ 覚せい剤輸入業者等の業務の廃止等の届出(第30条の4第 1項)



○ 覚せい剤原料輸入業者等の死亡又は解散による相続人等の届出(第30条の4第 2

項)

○ 覚せい剤原料輸入業者等の指定証の返納 (第30条の5において準用する第10条第 1

項)

○ 覚せい剤原料輸入業者等の指定証の提出(第30条の5において準用する第10条第 2

項)

○ 亡失した覚せい剤原料輸入業者等の指定証を発見 した場合の返納(第30条の5にお

いて準用する第11条第2項)

○ 覚せい剤原料輸入業者等の氏名等の変更の届出(第30条の5において準用する第12

条第 1項)

○ 覚せい剤原料取扱者の氏名等の変更の届出(第30条の5において準用する第12条第

2項)

○ 覚せい剤原料研究者の氏名等の変更の届出(第30条の5において準用する第12条第

3項)

○ 覚せい剤原料輸入業者等の指定失効時等の覚せい剤原料の品名及び数量の報告(莱

30条の15第 1項)

○ 覚せい剤原料輸入業者等の指定失効後等の覚せい剤原料の譲渡及びその報告(第30

条の15第2項)

○ 死亡又は解散の際の覚せい剤原料輸入業者等の指定失効時等の覚せい剤原料の品

名及び数量の報告並びに指定失効後等の覚せい剤原料の譲渡及びその報告(第30条

の15第4項において準用する第24条第4項)



別添 1- 1

平 成 23年 日31月3

)

省

省

当担付火防

務

務

府閣内

総

法

｢平成23年東]地 方太平洋沖地震による災害についての粍巨非常災害

及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令｣について

1 政令の趣旨

○ 闇 巨常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律｣

.丸 阪神･淡路大震災に対応するために立法された行政上の権利利益の満了日の延長

笥こ関する各種特別措置を､政令で定めることとすることにより､災害嘩ここれらの

措置を嘩歯こ発動できるようにしたものであり､大脚 牌災害 (特定非常災寮

について適用されるもの｡

○ 今回の平成23年東]地色方大棚 こおいては

･死亡･負傷者等の人的被害､住家披害の程度が甚大であったことに加え

･避榔 妙 膨ヾ大であり､その後も余震が続いたことなどから､多くの住民が避稚

生活を継続している状況にある｡

○ このように大規模な非常災害である｢平成23年東北地方太平洋沖地震による災

害｣について特定非常災害として指定するとともに､行政上の権利利益の満了日の延

長等を行うことにより､被災者の権利利益の保全等を図ろうとするものである｡

2p政令の概要

(1) 平成23年東]地 方太平洋沖地震による災害を特定非常災害として指定する0(法

. 第2条)

(2) この特定非常災害に対し､次に掲げる措置を適用する｡

つ. ① 聖 の御 舟鑑の満7日の廷臣 甲 謝 価 の槻 触 竺 野
特定非常災害の被害者が､自動車運転の免許のような有効期限のついた許認可

等の行政上の権村仲J益について､更新等のために必要な手続をとれない場合があ



ることを考慮して､許認可等に係る有効期限を一定程度 (平成23年8月31日ま

での範囲)延長することができること｡(法第3条)

※ 延長措置を講ずる具体的な行政上の権利利益､地域､対象者及び廻奉後の

満7日は､可能な限り速やかに各府省等の告耐こより男r麟 虎｡

② 期娘内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責

履行期限のある法令上の義務が､持走非常災害により本来の履行期限までに履

行されなかった場合であってもー定期限まで (平成お年6月細 目まで)に履行

された場合にLも 行政上及び刑事上の責任を問われないとすることo(法第4条)

③ 法人に係る破産手続開始の決定の留保

特定∃硝淡害により債務超過となった法人に対してrよ 支払不能等の場合を除

き､一定の期間 (平成25年3月10日まで)破産手続開始の決定をすることがで

きないこと｡(法第5条)
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○

ノ

A

(号外特第 11号)官 報1 平成 23年3月 13日 日曜日

(号 外)
独立行政活人画丑印刷局

榔灘
灘
灘
法
令
の
あ
ら
ま
し
服

-

〔政

令
〕

○
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震

に
よ
る
災
省
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害

及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指

定
に
関
す
る
政
令

(
一
九
)

◇
平
成
二
十
三
妄

北
地
方
大
差

沖
地
農
に
よ
る
茂
幸

に
つ
'い
て
の
特
定
非
常
災
幸
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す

べ
き
措
狂
の
指
定
に
関
す
る
敢
令

(政
令
舞

]
九
号
)

(内
閣
府
太
府
)

I-

平
成
二
三

缶東北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災

香

を
特
定
非
常
災
青
と
し
て
籍
定
す
る
こ
と
と
し
た
｡

2

当
該
特
定
非
常
災
筈
に
対
し
'
次
に
掲
げ
る
措
置
を

適
用
す
る
こ
と
と
し
た
｡

H

行
攻
上
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関

す
る
措
匠

31

期
限
内
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
義
務
に
係
る
免
責

に
関
す
る
捨
置

肖

債
務
超
過
を
理
由
と
す
る
法
人
の
硬
産
手
続
開
始

の
決
定
の
特
例
に
関
す
る
措
辞

3

こ
の
政
令
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
｡

○捌
H
H

M刊

平
成
二
十
三
年
東
北
地

方
太
平
洋

沖
地
震
に
よ
る
須
実口に
つ
い
て
の
特

定
非常
災
害
及
び
これに
対
し
適
用
す
べ
き

措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

御

名

御

翼

平

成
二
十
三
年
三
月
十
三
日

内
閣
詮
理
大
臣

菅

直人

政
令
宮
十
九
号

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
膏
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
書
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す

べ
き
措
定
の
指
定
に
関
す
る
零

内
閣
は
､
特
定
非
菜

箸
の
聾

者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
定
に
関
す
る
法
律

(平
成
八
年

法
律
第
八
十
五
号
)
第
二
条
第
t
項
及
び
琴

1項
前
段
､
第
三
条
第
1
項
'
第
四
条
第
一
項
並
び
に
第
五
条
第
1
項
の

親
定
に
基
づ
き
､
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
｡

(特
定
非
常
災
書
の
指
定
)

第

一粂

特
定
非
常
災
害

の硬膏
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
因
る
た
め
の
特
別
措
肝
に
関
す
る
法
律

(以
下

｢法
｣

と
い
う
｡)第
t
姦
策
一
項
の
特
定
非
常
災
害
と
し
て
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
簾
に
よ
る
災
者
を
指
定

し
'
同
年
二
1tEE:十
l
自
慢
同
項
の
特
定
非
常
災
寄
発
生
日
と
し
て
定
め
る
｡

(特
定
非
常
災
著
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
定
の
括
定
)

第
二
集

前
条
の
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
壕

と
し
て
法
k
l二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に
規
定
す
る

措
庫
を

指
定
す
る
｡

(延
長
期
日
)

等

二
条

鼠
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
一14条
第
1
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
､
平
成
二
十
三
年
八
tq:≡

十
一
日
と
す
る
｡

(免
責

限
)

東
E
l集

第
1
条
の
特
定
非
常
災
毒
に
つ
い
て
の
法
第
四
粂
算
l
項
の
零

で
定
砂
iQ
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て

の
免
責
に
係
る
期
限
は
､
平
成
二
十
]二
席
エ
ハ
月
三
十
日
と
す
る
｡

(法
第
五
条
第
1
項
の
政
令
で
定
め
る
日
)

第
五
集

貫
]
条
の
特
定
非
常
炎
暑
に
つ
い
て
の
法
第
五
条
第
l
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
'
平
成
二
十
五
年
三
月
十

日
と
す
る
｡

附

則

こ
の
政
令
は
､
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

内閣総理大臣菅直
人

総務大臣片山善博

法務大臣江田五月



平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
参
照

条
文

○

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

(平
成
八
年
法
律
第
八
十
五
号
)

(抄
)

(特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
)

第
二
条

著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
で
あ
っ
て
､
当
該
非
常
災
害
の
被
害
者
の
行
政
上
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
り
'
又
は
当
該
非
常
災
害
に
よ

り
債
務
超
過
と
な
っ
た
法
人
の
存
立
､
当
該
非
常
災
害
に
起
因
す
る
民
事
に
関
す
る
紛
争
の
迅
速
か
つ
円
滑
な
解
決
若
し
く
は
当
該
非
常
災
害
に
係
る
応
急

仮
設
住
宅
の
入
居
者
の
居
住
の
安
定
に
資
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
は
､
当
該
非
常
災
害
を

特
定
非
常
災
害
と
し
て
政
令
で
指
定
す
る
も
の
と
す
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
'
当
該
政
令
に
は
､
当
該
特
定
非
常
災
害
が
発
生
し
た
日
を
特
定
非
常
災
害

発
生
日
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
｡

2

前
項
の
政
令
に
お
い
て
は
､
次
条
以
下
に
定
め
る
措
置
の
う
ち
当
該
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
当
該
指

定
の
後
､
新
た
に
そ
の
余
の
措
置
を
適
用
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
､
当
該
措
置
を
政
令
で
追
加
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
｡

(行
政
上
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
す
る
措
置
)

第
三
条

次
に
掲
げ
る
権
利
利
益

(以
下

｢特
定
権
利
利
益
｣
と
い
う
｡
)
に
係
る
法
律
､
政
令
又
は
内
閣
府
設
置
法

(平
成
十

一
年
法
律
第
八
十
九
号
)
第

七
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
四
項

(宮
内
庁
法

(昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
)
第
十
八
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
｡
)
若

し
く
は
国
家
行
政
組
織
法

(昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
)
第
十
二
条
第

一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
第

l
項
の
命
令
若
し
く
は
内
閣
府
設
置
法
第
七
条

第
五
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
六
項
若
し
く
は
宮
内
庁
法
第
八
条
第
五
項
若
し
く
は
国
家
行
政
組
織
法
第
十
四
条
第

一
項
の
告
示

(以
下

｢法
令
｣
と
い

う
｡
)
の
施
行
に
関
す
る
事
務
を
所
管
す
る
国
の
行
政
機
関

(内
閣
府
､
宮
内
庁
並
び
に
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第

一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
機

関
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
O
以
下
同
じ
o
)
の
長

(当
該
国
の
行
政
機
関
が
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第

1

項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
委
員
会
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
､
当
該
委
員
会
)
は
､
特
定
非
常
災
害
の
被
害

者
の
特
定
権
利
利
益
で
あ
っ
て
そ
の
存
続
期
間
が
満
了
前
で
あ
る
も
の
を
保
全
し
､
又
は
当
該
特
定
権
利
利
益
で
あ
っ
て
そ
の
存
続
期
間
が
既
に
満
了
し
た

も
の
を
回
復
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
､
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
計



(以
下

｢延
長
期
日
｣
と
い
う
｡
)
を
限
度
と
し
て
､
こ
れ
ら
の
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
延
長
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
｡

一

法
令
に
星
づ
く
行
政
庁
の
処
分

(特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
前
に
行
っ
た
も
の
に
限
る
｡
)
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
権
利
そ
の
他
の
利
益
で
あ
っ
て
､
そ

の
存
続
期
間
が
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
に
満
了
す
る
も
の

二

法
令
に
基
づ
き
何
ら
か
の
利
益
を
付
与
す
る
処
分
そ
の
他
の
行
為
を
当
該
行
為
に
係
る
権
限
を
有
す
る
行
政
機
関

(国
の
行
政
機
関
及
び
こ
れ
ら
に
置

か
れ
る
機
関
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
限
る
｡
)
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
で
あ
っ
て
､.
そ
の
存
続
期
間
が
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
に

満
了
す
る
も
の

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
措
置
は
､
告
示
に
よ
り
､
当
該
措
置
の
対
象
と
な
る
特
定
権
利
利
益
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
ご
と
に
､
地
域
を
単
位
と

し
て
､
当
該
措
置
の
対
象
者
及
び
当
該
措
置
に
よ
る
延
長
後
の
満
了
日
を
指
定
し
て
行
-
も
の
と
す
る
｡

3

第

一
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
措
置
の
ほ
か
'
同
項
第

一
号
の
行
政
庁
又
は
同
項
第
二
号
の
行
政
機
関

(次
項
に
お
い
て

｢行
政
庁
等
｣
と
い
-
｡
)
は

､
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
で
あ
っ
て
､
そ
の
特
定
権
利
利
益
に
つ
い
て
保
全
又
は
回
復
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
満
了
日
の
延
長
の

申
出
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
､
延
長
期
日
ま
で
の
期
朴
を
指
定
し
て
そ
の
満
了
日
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
0

4

延
長
期
日
が
定
め
ら
れ
た
後
､
第

一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
満
了
日
の
延
長
の
措
置
を
延
長
期
日
の
翌
日
以
後
に
お
い
て
も
特
に
継
続
し
て
実
施
す

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
､
第

一
項
の
国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
行
政
庁
等
は
､
同
項
又
は
前
項
の
例
に
準
じ
､
特
定
権
利
利
益
の
根
拠
と
な

る
法
令
の
条
項
ご
と
に
新
た
に
政
令
で
定
め
る
日
を
限
度
と
し
て
､
当
該
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
更
に
延
長
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
｡

5

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
'
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
魔
利
利
益
に
係
る
期
間
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
他
の

法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
､
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
D

(期
限
内
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
義
務
に
係
る
免
責
に
関
す
る
措
置
)

第
四
条

特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
に
法
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
履
行
期
限
が
到
来
す
る
義
務

(以
下

｢特
定
義
務
｣
と
い
う
｡
)
で
あ
っ
て
､
特
定
非
常

災
害
に
よ
り
当
該
履
行
期
限
が
到
来
す
る
ま
で
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
､
そ
の
不
履
行
に
係
る
行
政
上
及
び
刑
事
上
の
責
任
.
(過
料
に
係
る

も
の
を
含
む
｡
以
下
単
に

｢責
任
｣
と
い
う
.
)
が
問
わ
れ
る
こ
と
を
猶
予
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
､
政
令
で
､
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て

四
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
に
係
る
期
限

(以
下

｢免
責
期
限
｣
と
い
う
｡
)
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

2

免
責
期
限
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
､
免
責
期
限
が
到
来
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
履
行
期
限
が
到
来
す
る
特
定
義
務
が
免
責
期
限
が
到
来
す
る
日
ま



で
に
履
行
さ
れ
た
と
き
は
､
当
該
特
定
義
務
が
特
定
非
常
災
害
に
よ
り
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
'
責
任
は
問
わ
れ
な
い
も
の
と
す
る
｡

3

免
責
期
限
が
定
め
ら
れ
た
後
､
前
二
項
に
定
め
る
免
責
の
措
置
を
免
責
期
限
が
到
来
す
る
日
の
翌
日
以
後
に
お
い
て
も
特
に
継
続
し
て
実
施
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
､
政
令
で
､
特
定
義
務
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
ご
と
に
'
新
た
に
､
当
該
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
に
係
る

期
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
O
前
項
の
規
定
は
､
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡

4

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
特
定
義
務
が
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
そ
の
履
行
期
限
が
到
来
す
る
ま
で
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

に
つ
い
て
他
の
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
､
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
o

(債
務
超
過
を
理
由
と
す
る
法
人
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
特
例
に
関
す
る
措
置
)

第
五
条

特
定
非
常
災
害
に
よ
り
そ
の
財
産
を
も
っ
て
債
務
を
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
法
人
に
対
し
て
は
､
第̀
二
条
第

1
項
又
は
第
二
項
の
政
令

で
こ
の
条
に
定
め
る
措
置
を
指
定
す
る
も
の
の
施
行
の
日
以
後
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

目
ま
で
の
間
､
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
た
だ
し
､
そ
の
法
人
が
､
清
算
中
で
あ
る
場
合
､
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

又
は
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
た
場
合
は
､
こ
の
限
り
で
な
い
｡

2

裁
判
所
は
､
法
人
に
対
し
て
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
'
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
法
人
に
対
し
て
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
､
当
該
決
定
を
留
保
す
る
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

3

裁
判
所
は
､
前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
係
る
法
人
が
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
､
そ
の
他
同
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
す
べ
き
第

一

項
に
規
定
す
る
事
情
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
､
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
､
そ
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
｡

4

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
対
し
て
は
'
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡

5

第

一
項
本
文
の
法
人
の
理
事
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
は
､
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
､
他
の
法
律
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
'
そ
の
法
人
に
つ
い
て
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
｡
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平成 23 年3 月 17日 木曜日 官 報 第 5517号 4

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
六
号

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

(平
成
八
年
法
律
第
八

十
五
号
)
第
1二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
､
同
条
第
1
項
の
特
定
権
利
利
益
に
係
る
期
間
の
延
長
に
関
し
当
該
延
長

後
の
満
7
日
を
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十

一
日
と
す
る
措
雇
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
｡

平
成
二
十
三
年
三
月
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

相
川

律
夫

対

象

と

な

る

特

定

権

利

利

益

対

象

者

棚
崩

兼

旗

好

評

瞳

葦

に
限
る
｡)

整

豊

麗

即

肇

碓

す
る
者

壁 讃 喝 こし_Jl! 潤 . く ■ L;.i.…享…l 哲謂 内定旅にに館 p区食域晶 製規食道定DE' 蔓墓 碧空 p辞職可業_安定 定職に業
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者介の護 係型介る介護 るピ介Jス護 医介療護 鶴 者介の護 最等姦 る規介事定護 項関中のす国 定借労に等働 係的第建る環二襲 十戦七没 鷲 壁釧 壁 -嬉 さ

揖保 も吉保 享保 施保 設保 指保 るー保 業に保 規る残 基に者 も境十物 号音

定険 の予険 ∴ 設険 品質定第 雪質特第 Jビ険 所基険 定法留 づ関派 のの号に )の 鷲
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哲 震窺′ 規定 規症 所基にづ 儲 の号描) 申令び請第衣 八び十派 定にす'､鰐 孟区く律 を給受法 おく｢逮 遠 鶴係く 災華 に に 係く ･ に毎 定第 六住十 八遣 汁(る打召 店英一舗口L 雪馨
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給 者 走 者 査 成 検 特 保 保
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塞づく 毒 -_の.項-の部規 を定 改 限介る護○老 づく介自立 苧 人倭 請 .支
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内 1内 内 関内設の者介 内に居 に居 に居 に磨
住 住 住 義 住
地 也 地 老 也
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し
平成23年薫北地方太平洋沖地震による被害者の方々の特定権利利益の保全等について

(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条に基づく

厚生労働省告示第 56号 (平城23年 3月 17日公布))

[亘=重要
○ 厚生労働省では､特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 (平成8

年法律第85号)に基づいて告示を制定しました｡今回の告示は､平成23年東北地方太平洋沖地震による

被害者の方々の特定権利利益 (厚生労働省関係)の満了日を平成23年8月31日まで延長するものです｡

○ 対象となる特定権利利益 (今回の地震による被害者の方々が法令に基づいて付与された権利等のうち､地

震発生日 (平成23年3月11日)､以降に期限の到来するもの)とその概要は､下記一覧表のとおりですの

で､お知らせいたします｡

l2一覧表l

(※概要中の特定被災区域とは､災害救助法 (昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域 (東京都を除く｡)を指します｡)

番号 対象となる特定権.利利益 ′ 概要 .,一Ji.JJ.担当課 1

~1 .保険医療機関又一声保険薬局の指革 平成23年3､■月11日から平成23年8月30日までの間に･有効期間が鹿アする保険医療機関と保険薬局の指定につい 保険局医療課 ..内線 :328声直通 :3595-.2577



琴号 対象となる特定権利利益 概要 担当課 ::

2 有料職業紹介事業の許可期.間の延長 平成 23.年4月10日 (※)か ら平成 23年 8月30日までの間に有効期間が満了する有料職業轟召介事業の許可にづいて､特定被災区域内に羊たる事務所を有する事業主については､その有効期間を延長するo(※)許可更新の申請の期限が､30日前までであるためo 職業安定局派遣.有期労働対策部需給調整事業課内線:■5312 .直通 :3502-5227

白 無料職業紹介事業の吉牛可期間の延ー長 ■､ 平成 23年4月10■白 く※)から平成 23年.8月30日までの･間に有効期間が満了する無料職業紹介事業の許可について.､特定被災区域内に主たる事務所を有する事業主については､その有効期間を延長するD(※)許可更新の申請の期限が､30日前までであるため○ 職業安定局派遣.有期労働対策部需給調整事業課内線:5312 -直通 :35ー02-5227

4 養育里親名嶺への登録期間の延長 ー平成 23年 3月11日から平成 23年 8月3■0日までの間に 雇用均等.児童家庭局家庭福
有 効期間が満了する養育里親名簿への登録について､特定被 祉課

翼区域内に居住地を有する者については､その有効期間を延 内線:7883

長するo 直通 :35A95-2J504

5 .障害児施設給付費の支給期間の延 平成 23年 3月11日から平成 23年 8月30日までの間に宥和期間が満了する指定障害児施設等を利用する場合の障害 ･障害保健福祉部障害福祉課内線:3148直通 :3■595-25.p28
& p 児施設給付垂の支給について､特定被災区域内の受給者については､その有効期間を延長するo

･6 総合衛生管琴製造過程の承認の更 平成 23年 3月11日から平成 23年 8月3 0日までの間に有効期間が満了する総合衛生管理製造過程の承認について､- 食品安全部監視安全琴内線:24､51･直通 :3595十2326



車専 ノ対象となる特定権利利益 ■概要 担当課 1._.:.L

7 飲食店営業等の許可期間の延長 平成23年3片11日から平成23年.8月■3‥0日までの問に有効期間が満了する飲食店営業等の許可について､特定被災区域内に営業所を有する者については､そ■の有効期間を延長するo 食品安全部監視安全課 ..内線 :2451直通 :3595-2326

8 旅館業の許可を受けた地位の承継 平成2'3年3,BJll日から平成23■年 8月3■OpElまでの間に期限となる旅館業の営業許可の地位の承継 (死亡の場合)に 健康局生活衛生課内線 :2414直通 =■3595-239l
の申請期限の延長 ついてヽ特定被災区域内において経営される旅館業を承継する者については､.その申請期限を延長する∴

9 精神障害者保健碍祉手帳の有効期間の延長 . 平成23年3月1.1日から平成23年 8月30t∃までの間に有効期間が満了する精神障害者嘩健琴祉手帳について､特定被災区域内の申請者については､その有効期間を延長するo 障害保健福祉部精神 .障害保健課 ■内線 :3065.直通 :3595-2307

10 毒物劇物営業の登録期間の延長 -平成2ー3年3p月 11日から_平成23年 8月岳0日までの間に 医薬食品居化学物質安全対策
有 効期間が満了する毒物又は劇物の製造業若しくは輸入業又 室

は販売業の登録について､特定被災区域内に製造所等を有す 内線 :2426

る者については､そめ有効期間を延長する○ 直通■:3595-12298

ll 向精神薬輸入嚢者等の卑許期間の 平成2■3年3月11日から平成23年 8月30日.までの間に 医薬食品局監視指導 .麻薬対
有効期間が満了する向精神薬輸入業者､向精神薬小売業者等 策課

延長 の■免許について､特定被災区域内に向精神薬営業所を有する 内線 :2778ー

者については､その有効期間を延長する○ 直通 :3595-2436

1.~2 -薬局開設許可期間の延長 平成23年3月1-1日から平成23年p8月30日までの間に 医薬食畠局総務課.有効期間が満了する薬局の開設の許可(.こついて､.特恵被災直 内線 :2712



番号 対象となる特定権利利益 概要 担当課 .

1.5 医薬品､医療機器等の製造業の許 平成 2 3l年3月1 1日から平成 2 3年8月3 0日までの間に 医薬食品局審査管理課 1内線.ニ2734､2739.
有効期間が満了する庖薬品､医療機盛等の製準業の許可に? 直通 :3■595⊥2431

可期間の延長 . いて､特定被災区域内に製造所を有する者については､その 同 .医療機器審査管理室

有効期間を延長する○ 内線 :2912､2786直通 :3595-2419

14 医薬品､医療機器等の製準販売業 平成 2 3年3月 1 1日から平成 2 3年8月3.0日までの間に有効期間が満了する医薬品(医療機器等の製造販売業の許可 医薬食品局安全対策課内線 :2748､2794直通 :3595-2435
q)許可期間の延長 について､特定被災区域内に事務所等を有する者については､その有効期間1を延長する○ _

■1.5 医薬品､医療機器等の外国製造業 平成 2 3年3月 l/l日から平成 2 3年8月3 0日までの間に 医薬食品局審査管理課内線 :2734､2■739
有効期間が満了する医薬品.､琴療機器等の外国製造業者の認 直通 :3■595-2431

者の認定期間の延長 定について､特定被災区域内ゐ者が外国製造業者の認定の申 同 .医療機器審査管理室
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16 指定管理医療機器又は体外診断用■平成 23年3月 11日から平成 23年8月30日までの間に有効期間が満了する指定管理医療機器又は体外診断用医薬品 医薬食品局医療機器審査管理室_内線 :2912､2786直通 :3595-24.19

医薬品■に係る登録認証機関の登録 に係る登録認証機関の登録について､特定被災区域内の登録

期間の延長 認証機関ゐ登録の申請を行う者 については､そのt有効期間を延長するo

17 高度管理医療機器又は特定保守管理医療鹿器の販売業等の許可期間の延長 平成 23*p3月 11日から平成L23年 8月30日までの間l土.医薬食品局医療機器審査管

有効期間が満了する高度管理医療機器又は特定保守管理琴療 垣牢

機器の販売業及び賃貸業の許可について､ー特定被災区域内に 内線 :2912､2786

営業所を有する者については､そg)有効期間を延長するO 直通 :3595-2419

lB 医療機器の修理業の許可期間の延 平成2.3年3月 11日から平成-23年 8月 30日までの間に 医薬食品局医療機器審査管
有効期間が満了する琴嘩機器の修理等の芦午可についてi特定 理圭

長 被災区域内に事業所を有する者については､.その有効期間を 内線 =29■j12､2786

延長するo 直通 :359'5.-2419

19 医薬品の販売業の蕗可期間の延長 平成～3年.3.月 11日かち平鹿 23年 8月30日までの間に有効期間が満了す尋医薬品の販売業の許可に?いて､特恵被災区域内に店舗を有する者及び特定被災区域内の販売業を行う者については､その有効期間を延長する○ 医薬食品局総務課内線 :4212直通 :~3-595-2377

20°戦没者の父母等に対する特別給付 戦没者の父母卓に対 して支給する特別給付金について､鹿足 社会 .援護局 (援護)援護課金を受ける権利の裁定の.請求期娘 被災-区域内.に居住地を有する者については､平成 23年4月 内線 ;3427



番号 対象となる特定権利利益 概要 担当課 ∫

21 登録建築物清掃業者等の登録期間 平成 23年白月 11日から平成 23年8月30日までの間に有効期間が満了する登録建築物清掃業者等の登録期間につい 健康局生活衛生課内線 :.2432直通 :3595-2301
の延長 て､傭 走被災区域内に営業所を有する者については､その有効期間を延長するo

22 -般労働者派遣事業ゐ許可期間のl延長 平成 23年6月 11日 (※)から平成 23年8月30日までの間に有効期間が満了する一般労働者派遣事業の許可について､特定被災区域内に主たる事務所を有する事業主については､その有効期間を延長す奇O.(※)許可更新の申請の期限が､ 3か月前までであるため○ 職業安定局派遣 .有期労働対策部需給調整事業課 `内線 :53.1,2直通 :3502-5227

23 中国残留邦人等に対する自立支度金支給の申請期限の延長 平成 23年3月 11日から平成 23年8月3.0日.までの間に申請期間が満了する中国残留邦人等が永住帰国 した場合に生活基盤の確立に資するため支給される自立支度金について､.特定被災区域内.に居住地を有する者については､その申請期間を延長する○ 社会 .援護局 (援護).援護企画課中国孤児等対策室内線 :3495直通 :3595-2456

2チ 指定居宅サー ビス事業者の指定期 平成 23年3月■1ノ1日から平成 23年8月30日までの間に有効期限が満了する指定唇宅サー ビス事業者の指定につい 老健局振興課内線 :3937直通 :3595-2889
間の延長 ■ て､特定被災区域内に事業所を有する者については､その有効期間を延長する○

p25 指定地域密着型サー ビス事業者の 平成 2.3年3月 11日から平成 23年8月3■〇一日までの問に有効期由が満了する指定地政密着型サー ビス事業者の指定に 老健局高齢者支援課内繰 :397l,直通 =3595｢28声8同 .振興課 内線 ‥9937直通 :3595-2889

6



番号 対象となる特定権利利益 概要 担当課_≡

26 指定居宅介準支嘩事業者の指定期 平成 23年 3月 111L日から平成ー23年8月3 0日までの問に有効期限が満了する指定居宅介護支援事業者の指定につい 老健局振興課内嘩 :3′937.直通 :3595-2889
問の延長 て､特定被災区域内に事業所を有する者については､その有効期間を延長す るo

271指定介護老人福祉施設の指定期間 .平成 23年3月11日から平成 23年 8月130日までの間に有効期限が満了する指定介護老人福祉施設の指定に?いて､ 老健局高齢者支援課内線 :3971直通 :3595-2888
の延長 特定被災区域内の介護老人福祉施設については､その有効期･間を延長するo■

28 指定介護療養型医療施設の指定期 平成 23年3_月 11日から平成 23年 8月芦 0日事での問に有効期限か満了する指定介護療養型医療施設の指定につい 老健局老人保健課 ■内線 :5949直通 :3595-2490
間の延長 て､特定板災区域内Jo)介護療養型医療施設については､その有効期間を延長する∴

皇~9 指定介護予防サー ビス事業者の指 平成 2■3年 3B.11日から平成 23年 8月3 0日までめ間に有効期限が満了する指定介護予防サー ビス事業者の指定につ 老健烏老人保健課内線 :394.9 .直通 ..3.595-2490
定期画の延長 いて､特定被災区域内に事業所を有する者については､その有効期間を延長する○

50 ･指定地域密着型介護予防サ｣ ビス 平成 23年 3月 11日から平成 23年 8月3.■0日までの問に 老健局老人保健課内線 :3949
有効期痕が満了する指定地域密着型介護予防サービス事業者 直通 :3595-2490

事業者の指定期間の延長 . の指定について､特定被災区域内に事業所を有する者につい 同 .振興課



番号 対象となる特定権利利益 概要 担当課

31 指定介護予防支援事業者の指定琴 ･平成23年3月 11日から平成23'年 8一月3P日までの周に有効期限が満了する指定介護予防支援事業者の指定につい. 老健局振興課内線 :3937直通 :3595-2889
間の延長 て､特定被災区域内に事業所を有す.る者については､その有効期間を延長するo

-32 介護支援専門員の登録期間の延長 平成23年3月11.日から平成23年 8月30日までの間に.有効期限が満了する介護支援専門員証の有効期間にやしーて､特定奴災区域内に居住地を有する者については､その有効期間を延長する○ 老健局振興課-内線 :3937直通 :3595-2889

33 介護老人保健施設の許可期間の準 平成.23年3月11日から平成23年8月30日までの間に有効期限が満了する介護老人保健施設の許可について､特定 老健局老人保健課内線 :3949直通 :3595.-2490
長 被災区域内の介護老人保健施設の開設者については､その有効期間を延長するo

34 衛生検査技師免許の申請期間の延良 特定被災区域吋に居住地を有する衛生検査痩師q)免許を受け 医政局医事課試験免許皇
ることができる者については､平成23年3月30日までと 内線 :2566

なっている免許の申請期限を延長す尋. 直通.:359.5-2204

3p5 障害者自立支援法に基づく介護給.付費等の支給決定の有効期間の延長 平成23年5月11日から平成23年 8月30日までの間に有効期間が満了する障害福祉サービス等を利用する場合の介護給付費等の支給決定について､特定被災区域内の受給者f与ついては､その有効期間を延長する○ 障害保健福祉部障書福祉課内線 :3148直通 :3595-2528

36 自立支援医療費の支給認定の有効期間の延長 平成23年3月11Elから平成23年 8月30日までの間に 障害保健福祉部精神 .憶害保
有効期間が満了する自立支援医療費の支給認定について､特 内線 :3057



健発 0317第 3号

平成 23年 3月 17日

厚生労働省健康局長

各

都 道府 県知事

政 令 市 市 長

特 別 区 区 長

殿

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律

第 3条第･2項の規定に基づき同条第 1項の措置の対象となる特定権利利益､当

該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件等について

｢平成 23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対

し適用すべき措置の指定に関する政令 (平成 23年政令第 19号)｣が別添 1のとおり､

平成23年 3月 13日付けで公布され､同日から施行されたことにより､｢特定非常災害

の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 (平成8年法律第85

早)｣(以下 ｢法｣という｡)(別添2参照)の規定の一部が､平成23年東北地方太平洋

沖地震による災害に適用されることとなった｡

具体的には､法第 2条第 1項の特定非常災害に､平成 23年東北地方太平洋沖地震に

よる災害が指定され､その被害者について､行政上の権利利益の回復又は保全のための

期間の満了日の延長や､法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除等

の措置が行われるものである｡

これを受けて､｢特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関

する法律第 3条第 2項の規定に基づき同条第 1項の特定権利利益に係る期間の延長に関

し当該延長後の満了日を平成 23年 8月31日とする措置を指定する件 (平成23年厚

生労働省告示第56号)｣(以下 ｢告示｣という｡)が､別添3のとおり､平成 23年3月

17日付けで公布され､同日から施行された｡



健康局所管の法令に係る主な点は､下記のとおりであるので､ご了知の上､適切な対

応方よろしくご配慮願いたい｡

記

第 1 行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の延長等について

健康局所管の法令に係るもので､告示により平成 23年 8月 31日まで有効期間

等の満了日を延長 した許可等は､以下のものであること｡(法第 3条及び告示関係)

(丑 相続による旅館業の許可の地位の承継に係る申請 (旅館業法第3条の3関係)

特定被災区域 (平成 23年東北地方太平洋沖地震に際し､災害救助法 (昭和

22年法律第 118号)が適用された市町村の区域 (東京都の区域を除く｡)を

いう｡以下同じ｡)内において経営される旅館業を承継する者に係る旅館業法 (昭

和 23年法律第 138号)第 3条の3第 1項の規定に基づく旅館業の許可を受

けた地位の承継の申請 (特定被災区域内において経営される万難官業に係るもの

に限る｡)

② 登録建築物清掃業等の登録 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律

第 12条の2関係)

特定被災区域内に営業所を有する者に係る建築物における衛生的環境の確保

に関する法律 (昭和45年法律第 20号)第 12条の2第 1項の規定に基づく

建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録 (特定被災区域内に在る

営業所に係るものに限る｡)

第2 法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除について

法令に基づき､平成 23年 3月 11日 (特定非常災害発生 日)から平成 23年 6

月 29日までの間に履行期限が到来する義務 (例 :届出､報告､免許証の返納等)

が平成 23年東北地方太平洋沖地震により履行されなかった場合において､当該義

務が､平成 23年 6月 30日までに履行されたときには､当該義務が履行されなか

ったことについて､行政上及び刑事上の責任 (過料に係るものを含む｡)は問われな

いものであることo(法第4条関係)
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政
令
第
十
九
号

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措

置
の
指
定
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
'
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

(平
成
八
年
法
律
第

八
十
五
号
)
第
二
条
第

一
項
及
び
第
二
項
前
段
､
第
三
条
第

一
項
､
第
四
条
第

一
項
並
び
に
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き

'
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
｡

(特
定
非
常
災
害
の
指
定
)

第

1
条

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

,(以
下

｢法
｣
と
い
う

0
)
第
二
条
第

一
項
の
特
定
非
常
災
害
と
し
て
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
を
指
定
し
､
同
年
三

月
十

一
日
を
同
項
の
特
定
非
常
災
害
発
生
日
と
し
て
定
め
る
｡

(特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
)

第
二
条

前
条
の
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
と
し
て
法
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
指
定
す

る
｡



(延
長
期
日
)

第
三
条

第

l
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
三
条
第

1
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
､
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十

l
日

と
す
る
｡

(免
責
期
限
)

第
四
条

第

一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
四
条
第

一
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責

に
係
る
期
限
は
'
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
と
す
る
｡

(法
第
五
条
第

1
項
の
政
令
で
定
め
る
日
)

第
五
条

第

一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
五
条
第

一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
'
平
成
二
十
五
年
三
月
十
日
と
す

る
｡

附

則

こ
の
政
令
は
､
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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◎
特
定
非
常

災
害

の
被
害
者

の
権
利
利
益

の
保
全
等

を
図
る
た
め

の
特
別
措
置

に

由

す

る
法
律

〔
脚
tEe
<
g

lP

+
+
tqE
I耶
l

泊
手平

成

九
年

五
月

九
月
号
外
洪
窪

蓋
〇
号
〔密
集
市
街
地

に
お
け
る
防
災
街
区
の
丑
伸
の
促
過
に
関
す
る
溝
律
の
施
行
に

伴
う
関
係
浜
練
の
盤
心
音
に
関
す
る
娃
律
附
則
∧
項
に
よ
る
改

正
∪

平
成
二

年
二
万
二
二
tzI号
外

韓律坂
〓
ハ〇
号

〔

中央省
庁

等草辛朗係
法
鷲
法
九
<
鼻
による改
正
】

平空
四年
七
月二
言
号
外
法律蕉八
五
号
〔塁

爪基
準
掛

等
の
]
部
を
改
正
す
る
法
碓
附
即
1
六
条
に
よ
る
改
正
〕

平
成
一

六年
六月
二日号
外
法
絶
好
六
七
号

〔建

男物
の
安

全

性及
び市街地
の助罪
磯
部
の
棟
保
等
を
図
る
た

めの濃
紫

基
準
法
等
の
l
部
を
改
正
す
る
洗
浄
附
則
二
E条
に
よ
る
改

正
〕

平
成
l
六
年

六
月

〓
EE与
外
法
紐
屠
叩七
六
号

〔破
産
法
の
施

帝
に
伴
う
関
蓬

の
並
等

に
関
す
る
津
紺
一
二
一条
に
よ

る
改
正
〕

平
成
一
六
年

六
月
]
<
日

号外法
葺

1
H

号

〔叔
故
汝
の

施
行

に伴
う厨係
粗
砕
の

楚伯
等
に
悦
す
る
法
律

]七集
に
よ
.

も

改正)

平
成
一
∧
年

六
月

L盲
嘉

帯
群
五
〇
号
(
l
頗
牡
田
津
.

人
及
b
l
放
射
EE
法
人
に
滞
す
る
法
律
及
び
公
益
社
EE
#
人
及
;

び
公
益
財
国
沃
人
の
甜
足
守
に
用
す
る
法
拝
の
施
行
に
伴
う
脚

蔑

称
の
豊
備
考
に
周
す
る
尊

】
六
三
N
tに
よ
る
改
正
〕

一平
㌍

総

体
絹

に
㍍

㍍

批甜

拒

S
.[約
謂

S
B
.

も法宕
一〇魚による改正山

平成二0年五月二三日号外法杜第四〇号〔地場におけ

る居史的風致
の
縫
持
及
び
向
上
に
萌
す
N'法
拝
肘
則
二
義

,

.による故正〕

一
時
罵
非
常
淡
車
の
被
魯
着
初
穂
利
利
益
の
保
全
等
を
固
る
た
め

の
特
別
持
直
に
関
す
る
法
律
書

)
こ
に
公
布
す
る
.

博
定
非
常
及
者
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る

た
め
の
特
別
拷
缶
に
関
す
る
法
律

(趣
旨
)

空

集

こ
の
法
律
は
､
特
定
非
常
及
容
の
披
春
着
の
権
利
利
益

の
保
全
等
を
図
る
た
め
'
将
定
非
常
顔
着
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
行
政
上
の
権
利
利
益
に
係
る
滞
7
日
の
延
長
､
履
行
さ

れ
な
か
っ
た
義
務
に
係
る
免
喝

法
人
の破
産
手
親
閲
始
の
決

定
の
特
例

艮
帯
鋼
漂

(
昭
和
二
十
六
年
淡
律
軍

盲

二
十

二
号
)
に
よ
る
胴
伸
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
例
並
び
に
建
蕪

基
準
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
要

言

盲

)
及
び
索
観
法

(平
成
十
六
年
韓
第

百
十
号
)
に
よ
る
応
急
収
置

宅
の
存

続

期
間
の
特
例
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
｡

本
章
二

部
改
正
〔平
成
〓
ハ年
六
月
法
律
七
六
号

二

一
l
号
〕

･

(特
定
非
常
汲
考
及
び
こ

れに

対し適
用
す
べ
き
措
髭

の指

定
)

琴

J桑

野
し
く
異
常
か
つ
敷
革
な
非
常
災
啓
で

あ

っ

て
J
当
鞍

非
買

辞
貧

者
苦

行
空

の
擁
利
利
益
の
讐

警

固

り
'
又
は
当
族
非
常
扱
者
に
よ
り
頓
輔
適
準
と
な
っ
た
韓
人
の

存
立
'
孟

非
常
次
事
に
退
屈
す
る
重
苦

関
す
る
紛
争
の
迅

速かつ円滑な解決若しくは当辞非常炎啓に係る応急仮

払在宅の入居者の居住の安元に沈するための措置を糾

す
至

と
が
腎

必
警

慧

ら
れ
雷

の
が
塁

し
た
箸

に
は
'
当
敬
非
常
次
官
を
特
定
非
常
及
音
と
し
て
政
令
で
指
定

当
駿
特
定
非
常
茨
客
が
発
生
し
た
日
を
特
定
非
常
炎
者
発
生
日

と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
｡

2

前
項
の
政
令
に
お
い
て
は
､

次

粂
以
下
に
定
め
る
持
直
の
う

ち
当
鞍
相
克
非
常
次
宮
i
'対
し
適
用
す
べ
き
持
直
を
指
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
当
放
指
定
の
後
､
新
た
に
そ
の
余
の
槽
取

を
適
用
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
.
当
惑
措
歴
を
政
令
で
追

加
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
｡

(行
政
上
の
権
利
利
益
に
係
る
滞
T
DZ
の
延
長
に
関
す
る
措

磨
)

r

C
lFr条

次
品

げ
る
権
利
利
益

(雫

r楚

権
利
利
き

と
,

い
う
｡
)
i
J係
る
法
律
､
政
令
又
は
内
髄
府
税
置
扶

(
平
成
士

妄

法
貨

<
十
九
号
)
無
意

讐

著

し
く
披
票

十
<

集
貨
四
項

(宮
内
庁
法

(
昭
和
二
十
二
年
法
紳
第
七
十
号
)
葦

十
八
条
撃

項
に
お
い
て
埠
用
す
る
鳩
舎
を
含
y

)
若
し
く

は
園
衰
行
政
組
織
法

へ
昭
和
二
十
三
年
扶
律
粛
軍
丁
十

号
)

欝

十
二
粂
第
一
項
若
し
く
は
苧

三
灸
撃

破
の
助
命
著
し
く
は

内
閣
府
設
雲

井
七
魚
第
五
項
若
し
く
は
凍
五
十
(
轟
璽

ハ
項

若
し
く
は
宮
内
庁
汝
策
(
粂
第
五
誓

.)く
ほ
国
薪
行
政
暴

〕宗

十
四
魚
管

領
の
雪
が
(以
下

r法
令
)
と
い
う
.
)
の

施
行
に
関
す
る
甘
猫
を
所
管
す
る
町
の
行
政
機
関

(内
閣
喝

宮
内
庁
並
び
に
内
閣
府
殻
現
法
紫
四
十
九
条
弟
蒜

及
び
#
二

項に頒守
る槻併滋びに国威行監
牌u第
三条筆
頭

に規定する機関漂
う.放下同じ.

)

の長(当勝国の

行
政
機
関

が内
閣
府
吸
蔵
法
器
四
十
九
条
R

l
項
若
し
く
は
弟

議
又
は
噺
家
行
政
粗
梱

三
魚
筆

頭
に
垂
苧
7る
卓
見

特定非常汲者の禎春着の権利利益の保全着を図るための特別措定に関する法律

災
青
の
被
等
着
の
特
定
権
利
利
益
で
あ
っ
て
そ
の
存
続
期
間
が

柵
了
前
で
あ
る
も
の
を
保
全
し
､
又
は
当
鞍
特
定
権
利
利
益
で

あ
っ
て
そ
の
窪

瀬
野

戊
に
満
了
し
た
も
の
を
回
疎
卓
せ
る

た

め必要
が
あ
る
と
晩
め
る
と
き

終､
怜
定
非
常
災
幸
先
生
田

か
ら
患
弊
L
kJ
六
月
を
患
え
な
い
聴

田
内
に
お
い
て
政
令
で
究

め
る
日

鼠

下
r延
長
期
tzrl
と
,.
う
｡
)
を
豊

と
し
て

こ
れ
ら
の
特
定
権
利
利
益
に
廃

る
柵

丁
目
を
延
長
す
る
措
置
を

と
る
こ
と
が
で
き
る
.

I

t

法
令
に
革
つ
く
行
政
庁
の
処
分

(
将
定
非
常
扱
者
発
生
日

払
前
に
行
っ
た
も
の
に
限
る
｡)
iJよ
り
付
与
さ
れ
た
権
利

そ
の
他
の
利
益
で
あ
っ
て
､
そ
の
存
紙
期
間
が
特
定
非
常
災

害
発
生
日
以
後
に
滞
丁
す
る
も
の

ニ

'#
令
に
基
づ
普
何
ら
か
の
利
益
を
付
与
す
る
処

分

そ

の
他

の
行
為
を
当
放
行
為
に
係
る
稚
隈
を
有
す
る
行
政
機
関

(国

の
行
政
機
蘭
及
び
こ
れ
ら
に
在
か
れ
る
機
関
曲
び
に
地
方
公

葬
団
体
の
梯
班
に
淑
る
｡)
に
求
め
雪

盲

が
で
き
る
権
利

で
あ
っ
て
'
そ
の
存
続
期
間
が
特
定
非
常

次
官
発
生
日
以
後

に
珊
丁
す
る
も
の

.

･前
項
の
規

定
に
よ
る

延

長

の
措
置
は
'
華
甲
に
よ
り
､
当
惑

措
置
の
対
魚
と
な
る
特
定
和
利
利
益
の
根
拠
と
な
る
粒
食
の
条

項

｣と
に
､
地
域
を
単
位
と
し
て
､
当
駁
播
艦
の
対
審

及
び

当
放
措
定
に
よ
る
延
長
後
の
潤
7
日
を
確
定
し
て
行
う
も
の
と

す
る
｡

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
社
長
の
措
故
の
除
か
.
同
項
#
1
号

の
行
政
庁
又
吐
同
項
撃

毒

の
行
政
機
関

(次
項
に
お
い
て

rk
政
庁
管

と
い
う
｡
)
は
'
特
定
非
常
次
書
の
披
智
者
で

東
と
す
る
漫
由
を
記
載
し
た
審
市
に
よ
り
滑
7
日
の
延
長
の
申

出
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
､
･塞

瀬
日
東
で
の
期
日
を
指
定

し
て
そ
の
滞
7
日
を
兎
虎
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

4

-延
長
期
日
が
定
め
ら
れ
た
後
､
R
l頑
又
は
前
項
の
親
元
に

･L芸

術
7
日
C
P肇

の
浦
屯
を
群等

期
日
の
翌
日
以
後
に
お
い

で
島

七
鼓

し
て
鼓

す
急

慧

あ
る
と
驚

ら
れ
る
と

色
は
‥
筆

頭
の
EB[の
行
政
機
関
の
長
又
は
行
政
庁
等
g

l同

項
又
は
前
項
の
例
に
準
じ
､
特
売
権
利
利
益
臥
根
拠
と
な
る
法

令
の
条
項

)と
L
J新
た
に
政
令
で
定
め
る
日
を
般
虎
と
し
て
､

当

弦
特
定
権
利
利
益
に
係
る
渦
7
日
を
更
に
延
長
す
る
持
歴
を

と
る
こ
と
が
で
き
る
｡

LL,
蘭
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､盛
者
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
事
由
汎
あ
る
慧

昆

苦

る
特
定
権
利
制
空

一驚

期
間
に

弧
す
る
持
直
に
つ
い
て
他
の
法
令
に
別
投
の
定
め
が
あ
る
と
き

は
､
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

一

-
額
･･
t
部
改
正
〔平
成
1
1
年
L
二
月
法
律
l
六
〇

号
〕

(苑
取
内
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
親
裁
に
係
る
免
武
に
関
す
る

措
空

箱
四
条

縛
定
非
常
発
音
発
生
日
以
後
に
投
合
に
規
定
暮
れ

てい

る
尾
行
期
限
が
到
来
す
る
鶴
叔

(以
下

r特
定
政
派
｣
Tと
い

う
｡)
で
あ
っ
て
J
特
定
非
常
汲
奮
に
よ
り
当
鞍
履
行
期
限
が

到
来
す
る
ま
で
に
屈
行
書
れ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
'
そ
の

不
愚
行
は
慮
る
行
政
上
及
び
刑
事
上
の
受
任

(過
料
に
係
る
も

の
を
含
む
｡
以
下
単
に

責

任
J
と
い
う
Q)
が
問
わ
れ
る
こ

.と
W
G
;L.r.r

FV
qt一皇
J人.Fd
.Y
..V
.}P
･㌫
-
】蝿
.一.｢
一
山甲
]J<
Tb
4
･やわ

留
発
生
日
か
ら
起
辞
し
て
四
月
を
革
見な
い
範
囲
内
に
お
い
て

特
定
救
済
の
不
屈
行
に
つ
い
て
の
免
資
に
係
る
期
騨

(
以
下

｢免
宋
期
限
｣
と
い
う
.)
を
定
め
る
こ

とが
で
き
る
｡

Z

免
東
期
限
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
'
免
宜
期
限
が
到

果
す
る
目
の
前
日
ま
で
に
雁
行
期
限
が
到
轟
す
る
特
定
職
務
が

免
茨
期
限
が
到
来
す
る
日
ま
で
に
屈
行
書
れ
た
と
き
は
'
当
倣

特
定
轟
為
が
特
定
非
常
汲
宥
に
よ
り
血
行
さ
れ
な
か
ゥ
た
こ
と

ド
つ
い
て
､
辞
任
は
問
わ
れ
な
い
も
の
と
す
る
.

3

免
究
期
限
が
定
め
ら
れ
た
後
'
G
iE壷

に
定
め
る
免
頭
の
措

配
を
免
或
期
限
が
到
来
す
る
日
の
翌
日
以
後
に
お
い
て
も
特
に

紐
概
し
て
奥
底
す
る
必
要
が
あ
る
と
艶
め
ら
れ
る
と
き
は
､
政

令
で
､
博
定
職
務
の
叔
拠
と
な
る
津
令
の
条
項
ご
と
に
､
新
た

に
､
当
骸
特
定
政
務
の
不
履
汀
に
つ
い
て
の
免
双
に
係
る
期
限

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
.
前
項
の
規

定は
､
T
Jの
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
.

I

4

6
111項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
特
定
鶴
務
が
炎
賓
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
事
由
i
Jよ
り
そ
の
虐
待
触
取
が
到
来
す
る
ま
で

に
雁
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
他
の
法
令
に
別
段
の
定

め
が
あ
る
と
き
は
､
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

(税
務
超
過
を
理
由
と
す
る
法
人
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の

特
例
に
関
す
る
措
置
)

第
五
魚

特
定
非
常
次
音
に
よ
り
そ
の
財
産
を
も
っ
て
俄
務
を
完

済
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
法
人
に
対
し
て
は
､
琴

姦

策
1
規
又
は
弟
二
項
の
政
令
で
こ
の
兵
に
定
め
る
措
歴
を
搬
定

す
る
も
の
の
施
行
の
巳
以
後
柑
定
非
常
次
官
発
生
日
か
ら
超
弊
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(施
行
期
日
)

-

こ
の
法
律
は
'
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
炎
街
区
の
進
傍
の

促
進
に
関
す
る
法
律

(平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
)
の
施
行

の
日

等

成
九
年
二

月
八
且

か
ら
施
行
す
る
｡

0
中
央
省
庁
等
改
革
開
度

叫施
行
法

〔平
成
t
妄

L
二
月
二

二
日
法
律
第
二
ハ
0
号
抄
〕

(処
分
､
中
指
等
に
関
す
る
経
過
拷
空

車
千
三
百
妄

中
央
省
庁
等
改
革
関
係
法
及
び
こ
の
法
律

(以

下

或

革
関
係
法
等
｣
と
総
称
す
る
J

の
施
行
前
に
法
令
ゐ

規
定
に
よ
り
従
前
の
国
の
機
騒
が
し
た
免
許
'
許
可
'
認
可
'-

承
*
.
籍
定
そ
の
他
の
処
分
又
は
通
知
そ
の
他
の
行
為

は
､
韓

令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
練
か
､
改
革
関
係
法
等
の
施

行
後
牲
'
改
革
関
係
韓
等
の
施
行
後
の
法
令
の
相
当
規
定
に
基

づ
い
て
'
相
当
の
園
の
機
関
が
し
た
免
許
'
許
可

認
可

承

認
'
指
定
そ
の
他
の
処
分
又
は
通
知
そ
の
他
の
行
為
と
み
な

す
｡

2

改
革
関
係
法
等
の
施
行
の
際
現
に
法
令
の
規
定
に
よ
｡
従
前

の
国
の
機
関
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
申
鰭
､
届
出
そ
の
他
の
行

為
比
､
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
へ
改
革
関
係

鴇
等
の
施
行
後
は
､
改
革
間
貸

等
の
施
行
後
の
法
令
の
相
当

規
定
に
基
づ
い
て
'
相
当
の
園
の
機
関
に
対
し
て
さ
れ
た
申

坤

届
出
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
｡

n

改
革
関
係
法
等
の
施
行
前
に
接
令
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
国

の
機
関
に
対
し
望

r

届
出
､
振
出
そ
の
他
の
手
柿
を
し
な
け

･
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
ぎ
れ
て
い
る
事
項
で
､
改
革
関
係
法
等
の
施

行
の
目
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
､

洩
命
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
は
か
ご
誓

丁関
係
等

の

施
行
後
は
∵

)i
を
､
改
革
開
発

等

の
施
行
後
の
法
令
の
相

当
規
定
に
よ
り
相
当
の
国
の
機
関
に
対
し
て
望

Pt
届
出
'
捷

出
そ
の
他
の
手
俄
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
れ
た
事
項
に

つ
い
て
そ
の
手
続
が
き
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
､
改
革

関
係
法
等
の
施
行
後
の
法
令
の
規
定
を
適
用
す
る
.

(政
令
へ
の
嚢
任
)

策
雪

盲

E
I十
E
I条

第
七
十
-
灸
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
及
び

第
千
三
百
一
条
か
ら
前
条
ま
で
並
び
に
中
央
省
庁
等
改
革
関
係

按
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
､
改
革
関
係
法
等
の
施
行
に
関
し
必

要
な
超
過
緒
密

(罰
則
に
関
す
る
凝
過
緒
産
を
含
む
.
)
は
､

政
令
で
薦
め
る
｡

.

附

則
.〔平
成
二

年

〓亘

L盲

法
律
竺

六
〇
号

仙巳

(施
行
期
日

)

空

条

こ
の
法
律

(琴

姦

及
び
讐

東

を
除
く
9
)
は
､
平

成
十
三
竺

月
六
日
か
ら
施
行
す
る
.
た
だ
し
'
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
'
当
餅
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
｡

1

【前
略
〕
第
千
三
百
E
I十
四
条
の
規
定

公
布
の
ロ

ニ

〔略
〕

附

則

〔平
成
L
ti[年
七
月
l
l]EZ]扶
薫

八
五
号
抄
〕

(施
行
期
日
)

第
一
条

.
こ
の
接
律
は
'
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
準
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
.

還

略
〕【平

成

I
E
)_年
二

月
政
令
二
三
〇
号
に
よ
り
､
平
成
]

五
･
1
･
)
か
ら
施
行
〕

附

則

[ヤ
空

六
年
六
Bt
l]自
注
碧
空
ハ
七
号
紗

〕

(施
行
期
日
)

#

I
条

こ
の
津
篠
は
､
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
毒

を
轡
見

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
｡

〔後
略
〕

.
〔平
成
l

七

年

五
月
政
令

1
九
一
号
に
よ
り
､
平
成
1

七
･
六
･
一
か
ら
施
行
〕

附

則

〔平
成
1
六
年
六
月
二
日
法
律
集
七
六
号
抄
〕

(施
行
期
日
)

第
l
条

.こ
の
法
律
は
'
碑
産
韓

(平
成
十
六
年
接
待
第
七
十
五

号
｡
次
粂
弟
∧
項
並
び
に
附
即
第
t姦

策
(
項
､
弟
五
条
第
八

革

労
十
六
項
及
び
琴

l±

壊
､
罪
<
条
#
11頑

並
び
に
第

十
三
条
に
お
い
て

r新
政
慮
法
j
と

い
う
｡)
の
施
行
の
日

〔平
成

一七
年

方

言

〕
か
ら
施
行
す
る
.
[後
略
〕

(政
令
へ
の
重
任
)

第
十
四
条

附
則
#
1亮

か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
は

か
､
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
'
政
令
で

定
め
る
｡

附

則

軍

属
H
(
空
八
月

]<
8泣
暮

〓

l
号
抄
)

(施
行
期
日
)

空

条

こ
の
法
律
は
'
来
観
法

(
平
成
十
六
年
法
紳
発
育
十
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く利敵3〉

○
厚
生
労
働
省
告
示
第

五
十
六
号

特
定
非
常
災
害

の
被
害
者

の
権
利
利
益

の
保
全
等
を
図
る
た
め

の
特
別
措
置
に
関
す

る
法
律

(
平
成
八
年
法
律
第

八

十
五
号
)
第
三
条
第

二
項

の
規
定

に
基
づ
き
'
同
条
第

一
項

の
特
定
権
利
利
益

に
係
る
期
間

の
延
長
に
関

し
当
該
延
長

後

の
満

了
日
を
平
成

二
十
三
年
八
月
三
十

一
日
と
す

る
措
置
を
次

の
よ
う

に
指
定
す

る
｡

平
成

二
十
三
年
三
月
十
七

日

厚
生
労
働
大
臣

細

川

律
夫

定 職 の 被 号 地 規 健 対

に 業 に 災 Y 方 定 康
基 安 限 区 が 太 に 保
づ 定 る 域 適 平 基 険
く 法 o ｣ 用 洋 づ 法

有 ( ) と さ 沖 く (

料 昭 pい れ 地 .保 大 負の 和 う た 震 険 正

職 二 o 市 に 医 十 とi .+ ) .町 際 療 -

紹 二 内 村 し 機 年 な介 年 1に の ' 関 蔭

事 法 区 災 又 ^ る業 律 る 域 害 .は 第

の 第 保 ( 救 保 七 特許 百 険 東 助 険 十
可 四 医 京 法 薬 号

十 _療 都.( 局 ) 定

の 昭 の 第 権
早 関 区 和 指 六一一一 ′三=ナ

/Fkf弔 又 域 ⊥ 疋 十は を 十 ( ≡除 一 ､′ 久 刺
十 保 V､ _ 平 米険 く 年 成 第 刺

条 薬 o 法 二 二 益第 局 以 律 ノ十 項
に 下 三 第

項 係 ｢ 百 年 -
の る 特 十 東 号
規 も 定 八 北 の

二 幸 特 す 療 特,対

十 務 定 る 機 定
三 所 被 ■ 者 関 被
年 を 災 又 災

四 有 区 は 区 負月 す 域 保 域
九 る 内 険 内

日 者 に 薬 に 者ま ( 主 局 保
で 平 た を 険

に 成 ろ 有 医



区 食 製 規 食 の 児 規 児 許 職
域 晶 造 定 品 支 童 定 量 可 業
内 衛 所 に 衛 給 福 に 福 安
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